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概要 

住宅の瑕疵には、耐震偽造などの物理的瑕疵だけでなく、自殺や殺人といった嫌悪される過

去の出来事などの心理的瑕疵も含まれる。心理的瑕疵住宅は一般的に事故物件とも呼ばれ

ている。これまで心理的瑕疵に関する十分なデータがないもとで、不動産業者が住宅の取引

時にこうした過去の出来事をどこまで買主や借主に説明すべきかについて、様々な議論や

裁判が行われてきた。そこで本研究では、一般の人が投稿できる事故物件公示サイトに掲載

された情報を整備し、住宅の心理的瑕疵に関する初めての統計報告書を示すこととした。投

稿データを分析した結果、火災や殺人といった第三者に認知されやすい事件ほど、投稿され

やすく、また、事件が発生してから投稿されるまでの時間も短いことが確認できた。ただし、

事件発生から数日以内に投稿されない場合、その後ほとんど投稿されない。他方で、自殺や

孤独死は事件が発生後も長期にわたり投稿されやすい傾向がある。 

 

キーワード：事故物件，心理的瑕疵，住み心地，孤独死，殺人，自殺 

 

１．研究の背景と目的 

１.１ 研究背景 

宅地建物取引業法によれば、住宅を取引する際、買主（借主）の購入（賃貸）に係る意思

決定に影響を及ぼす事項がある場合には、仲介業者はその事実を買主（借主）に告知しなけ

ればならない。仲介業者がこの告知事項の説明義務を怠った場合、瑕疵担保責任が問われる

可能性があるが、この「瑕疵」には、耐震偽造やアスベスト使用などの物理的瑕疵だけでな

く、嫌悪されるべき事実や過去の出来事といった心理的瑕疵も含まれる 1)。 

心理的瑕疵の中でもとくに、過去に住宅で殺人があった場合は、その事実を知らされた買

主や借主にそれなりの心理的影響があると常識的に予想されるため、告知されることが多

い。しかし、事件から何年経過したら告知しなくてよくなるのか、建物を解体すれば告知し

なくてよいのか、隣接する不動産の取引時には告知しなくてよいのかなど、明確な基準が定

められているわけではなく、買主や借主が入居後に初めて事実を知り告知不履行を訴える
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裁判は絶えない 2) 注 1)。 

また、過去に住宅で自殺があったケースは、殺人と比較すれば残虐性はないとされるもの

の、より頻発する事例であり、告知事項に該当すると判断された判例もあれば 注 2)、該当し

ないとされた判例も数多くある 3) 注 3)。国内の自殺者数は減少傾向にあるが、住居内での自

殺割合や、同居人のいない自殺者の割合は緩やかに上昇している(図 1)。 

さらに、こうした単独世帯主の自宅内における自殺割合の高さや、近年の高齢者世帯の増加

を背景に、孤独死に対する社会の懸念も年々強まっている。とくに 2000 年代以降の 65 歳

以上の単独世帯の増加は著しい(図 2）。従来、孤独死は主に災害時に高齢者世帯を中心にし

て生じるものと受け止められていたが、このような状況の中で、より日常的な問題として認

識されるようになってきた 4)。 

住宅を取引する際の心理的瑕疵の告知事項のあり方は、こうした単身高齢者の増加や、高

い自殺率に直面する日本の社会に、重大な影響を及ぼしうる。とくに、孤独死の扱いが明確

にならない限り、大家や仲介業者による、高齢を理由とする入居拒否が生じうる。 

 

 

図 1 自殺者数の推移（全国）5) 注 4) 
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図 2 単独世帯数の推移（全国）6) 注 5) 

 

１.２ 本研究の位置付けと目的 

このような状況を背景として、国土交通省は 2020年から「不動産取引における心理的瑕

疵に関する検討会」を開催し、どのような事項を仲介業者が心理的瑕疵として買主や借主に

告知すべきかについてのガイドラインの作成を検討し始めた。2021 年 5 月に公開されたガ

イドライン案では次のようなことが提案されている 7)。まず、他殺や自殺、及び原因が明ら

かではない死亡が生じた場合は告知することとし、自然死又は日常生活の中で不慮の事故

死が発生した場合は、原則、説明義務はないとしている。ただし、自然死の場合でも、長期

間死体が放置される等して室内外に臭気や害虫が発生し、特殊清掃が実施された場合は告

知することとしている。また、事件の時期については、基本的に賃貸契約では過去 3年以内

のもの、売買契約ではその全てを説明することが提案されている。なお、取引物件に隣接し

た住宅や土地で発生した事件については告知事項の対象としてはいないが、集合住宅の共

用部で発生した事件は対象に含まれている。 

これらの提案内容は、過去の判例や有識者の見解に基づいて作成されている。しかし、委

員会の議事概要を見る限りでは、どのような事例が人々に心理的影響を及ぼすか（つまり、

どのような事例が心理的瑕疵に該当するのか）について、客観的なデータ分析に基づいた政

策議論（EBPM：エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング）が十分に行われていない。

心理的瑕疵の扱いを巡る近年の判例では、発生した事件によって「一般人」がその物件の「住

み心地のよさを欠く」かどうかが争点になっている（仙台高裁平成 8 年 3 月 5 日判決）2)。

実際、個々の事件がどれほど住み心地のよさを欠くか、また、不動産価値にどの程度の影響

を及ぼすかは、地域の特性や住宅を取り巻く環境によっても異なるはずであり、そういった

点を明らかにするためにデータに基づく客観的検証は不可欠である。たとえば、香港の事例
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を扱った研究によると、殺人が生じた物件の不動産価値は約 50％低下し、自殺が生じた場

合は約 20％低下している 8)。これは、一般人にとって、そうした事件があった住宅は住み心

地を欠くものであり、同じような他の住宅と比べて、その心理的瑕疵の程度以上に価格や家

賃が低くないと取引が成り立たないことを意味している 注 6)。 

また、先に述べたように、取引対象の住宅に隣接する住戸や土地で生じた事件は、告知事

項の検討対象とはなっていないが、東京都内のマンションで殺人事件が発生した直後は、同

じマンション内の家賃が 10％程度低下するといった分析結果が報告されている 9)。このよ

うに、人々にとっての「住み心地」を調査するためには、科学的な分析に基づいたエビデン

スが有用であるが、住環境における心理的瑕疵に関する実証研究は非常に限られているの

が現状である。その一つの理由として、心理的瑕疵に関する公的な統計が存在しないことが

挙げられる。そのため、事故物件の実態把握が進んでいないのである。 

本研究では、自殺や殺人といった死亡事件が発生したいわゆる事故物件について一般人

が投稿できるウェブサイト「大島てる」に投稿された情報を調査することで、どのような事

故物件が人々に認知されているのか、また、事故物件の投稿のされ方にどのような特徴があ

るのかを明らかにし、人々の「住み心地のよさ」を判断する今後の研究のための基礎的な検

討素材を提供することを目的とする。 

本稿は、次のように構成される。第二節では、本研究で使用する事故物件サイト「大島てる」

と、そのデータ整理によって得られた基礎統計について説明し、第三節では、様々な政府統

計と比較し、投稿される事件の傾向について考察する。第四節で考察し、結びとする。 

 

２．「大島てる」データの概要 

２.１ 事故物件サイト「大島てる」について 

事故物件公示サイト「大島てる」（http://www.oshimaland.co.jp）は 2005年に開設され、事

故物件の情報を開示している。サイト開設当初は当サイトの管理者によって情報が集めら

れていたが、情報の網羅性を高めるために、2011 年 6 月から第三者の投稿による情報提供

が開始された。図 3は、2004年 1月から 2020年 12月にかけて、「大島てる」をキーワード

として Google で検索された回数の推移を示したものである。ここでは、最も検索数が多か

った月及び年の値を 100として基準化している。検索数は徐々に増加しており、当サイトの

知名度が年々上昇していることが伺える。 
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図 3 「大島てる」の Google 検索数の推移 注 7) 

 

事故物件の情報を当サイトに投稿する際、投稿者は、①事件の内容、②事故物件の住所、

③事件の発生日時、の 3項目の情報を入力する。はじめに、当サイトの地図上で事故物件の

地点を選択し、そして事故に関する情報を記入する手順となっている。2021年 9月時点で、

国内に約 6 万 5 千件の投稿情報がある。これらの投稿情報は、サイト運営スタッフによっ

てチェックされ、明らかな誤情報等は削除される。 

各投稿項目について簡単に説明する。まず、①事件の内容は、投稿者によって独自に調査

された情報が自由記述の形式で記載される。該当する事件の新聞記事などを詳細に記載し

ている場合もあるが、「自殺あり」といった簡易的な記述が比較的多い。次に、②事故物件

の住所も、情報がどの程度詳細に示されているかは投稿ごとに異なる。地図上で事故物件の

場所を指定した際、比較的高い精度で住所が自動的に反映されるが、住所が正確に反映され

なかったり、番地までしか反映されなかったりする場合も稀にある。また投稿者は、反映さ

れた住所が正確でないと判断した場合は住所を修正したり、建物名や部屋番号などの詳細

を追記したりする場合もある。最後に、③事件の発生年月日についても、記載内容は様々で

ある。日にちまで正確に記載されている場合や、「～年代」や「〇〇年から△△年の間」の

ような記述がある場合、また、「不明」のよう事件の時期について情報が一切得られない場

合もある。 

また、同一の事件について、重複して投稿されることもある。ニュースとして報道され、

人々の目に触れやすい事件や、大規模な火災などがこれに該当する。 

「大島てる」は、不特定多数の一般人がそれぞれで知りえた事故物件の情報を投稿するサ

イトであり、国内で発生したすべての死亡事件をカバーしているわけではない。事件発生時

に認知されやすい事件や、時間が経っても人々の記憶に残りやすい事件が、比較的多く投稿

されると考えられる。とくに、事件から時間が経ったあとでも投稿されるような事故物件は、

心理的瑕疵の度合いが高いだけでなく、長期にわたって心理的瑕疵が持続するような事件
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が発生しているケースが多いと予想される。 

 

２.２ データ整理 

本稿では、2017年 4月時点で「大島てる」サイトに登録されていた 9242件の東京都内の

投稿情報を整理した。その際、同一の事件について重複して投稿されているものは情報を集

約し 注 8)、最終的に 8798 件の事故物件における事件の内容、住所、発生時期、投稿時期の

整理を行った。先に述べたように、事件の内容は自由記述であるため、キーワードをもとに

事故物件を「自殺」、「火災死」、「殺人」、「孤独死」、「死体発見」、「告知事項あり」及び「そ

の他の事件」の 7種に分類した。 

それぞれの事件種について簡単に説明する。まず、「自殺」は何らかの手段による自殺、及

び、飛び降り自殺を示唆する投稿を集計した。次に、「火災死」は、火災もしくは放火によ

って死亡したケースを集計した。死者が出たことが明記されていない場合は除外している。

「殺人」は、何らかの手段による他殺が発生したことを示唆する投稿を集計した。「孤独死」

は、孤独死が発生したことが明記されている場合を、また「死体発見」は、死体が発見され

たことが明記されている場合を集計した 注 9)。「告知事項あり」は、「告知事項あり」や「心

理的瑕疵あり」といった記載があり、何らかの事件が発生したがその内容まではサイト上に

は記述されていない場合を集計した。ただし、物件名などを web 検索することで、事件の

詳細が判明する可能性もあるが、本研究では大島てるサイトの投稿記事のみから読み取れ

る情報をもとに分類した。最後に、「その他の事件」は、投稿件数が少なかった事件の種類

や、個別に項目を作成するほど重要ではないと考えられる事例を集計している 注 10)。 

なお、殺人を犯した人がその場で自殺したケースなど、同一物件で複数の事件が同時に起

こった場合、その事故物件は複数の事件種に分類される。よって、事件種ごとの事件数の合

計と事故物件の総数は一致しないことに注意されたい。以下では、事故物件の数を「事故物

件数」もしくは「物件数」と記し、分類した事件種ごとの事件数を「事件数」と記す。 

 

２.３ データの概要 

(1) 事件種別の投稿件数 

 エラー! 参照元が見つかりません。に事件種別の投稿件数についてまとめている。(1)(2)(3)

列は、それぞれ、事件種別の事件数、事件総数に占める事件数の割合、事故物件数に対する

事件数の比率を示している。先に述べたように、複数の事件種が記載されている事故物件が

存在するため、事件数は事故物件数よりも全体で約 15％多くなっている。とくに、自殺が

発生した事故物件の投稿記事には、「殺害後に自殺」や「自殺後に発見」など、複数の事件

種が記載されている場合が比較的多い。事件数は、自殺に関する投稿割合が最も高く、事件

総数の約 3割を占めている。孤独死に関する投稿は全体の約 5％と他の事件種と比較して大

きくはない。ただし、孤独死が外部の人に認知されにくいという特質上、「死体発見」の一
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部に孤独死が含まれている可能性もある。 

次に、(4)～(6)列では、事件発生の時期に関する情報がどの程度厳密に記録されているか

について事件種別に示している。（4）列は日にちまで記録されている事件数の割合、（5）列

は少なくとも年まで特定されている事件数の割合 注 11)、（6）列は事件の時期に関する情報

が一切得られない事件数の割合を示している。まず、日にちまで特定されている割合が最も

高い事件は火災死で、約 87％となっている。次いで、殺人は約 74％、死体発見は約 68％、

自殺は約 48％、孤独死は約 40％の投稿が事件日まで特定されている。事件の年が特定され

ている割合を見ると、「告知事項あり」と「その他の事件」を除いた全てが 60％を超えてい

る。他方で、事件の発生時期が一切不明である投稿は、「告知事項あり」を除いて 20％に満

たない（列（6）参照）。多くの場合、事件の発生時期について何らかの情報を含んだ投稿が

されていることがわかる。 

これらの傾向から、事件の発生時期に関する投稿情報の厳密さは、事件の種類で異なるこ

とがわかる。その程度は、第三者による事件の認知のしやすさと、事件に対する注目度や記

憶の定着度合いを反映していると考えられる。火災死や殺人は、現場やメディアを通じて第

三者が事件を確認しやすい。その一方で、自殺や孤独死、死体発見は、隣人、友人、保健・

福祉関係者、管理人など、死亡者の知人が第一発見者となる場合が多く、彼らが積極的に事

件について投稿するとは考えにくいため、メディアで取り上げられない限り、投稿者が正確

な日時を特定するのは比較的難しいと予想される。ただし、自殺については投稿のうち半数

近く事件日が特定されている。これは、自殺に対する人々の注目度の高さを反映しており、

その心理的瑕疵の度合いの高さを示唆しているとも考えられる。孤独死については、上記の

事件種と比べて事件日が特定されている割合は低い。これは孤独死が第三者に周知されに

くく、心理的瑕疵の度合いも殺人や自殺と比べて低いことに加え、孤独死が発見された日が

分かったとしても死亡日が特定できない場合、投稿者が詳細の記入をためらう可能性があ

ることも要因として挙げられる。告知事項ありの物件は、そもそも事件の詳細がわからない

状況で投稿されたものであるため、事件日が特定できる割合が非常に低い。 

最後に、投稿された事故物件の住所の厳密さについて(7)～(8)列に示す。まず、(7)列は住

所が建物まで正確に特定されている割合を示している。これを見ると、「その他の事件」を

除いた全ての事件種で、80％以上の投稿物件が建物まで特定されていることがわかる。(8)

列には、住所が少なくとも番地まで正確に特定されている事件の割合である。「その他の事

件」を除いて、90％以上の投稿情報に番地の情報が記録されている 注 12)。よって、サイトを

閲覧する人は、ほとんどの場合で少なくとも事件が発生した地域もしくは建物がわかる。 
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表 1 投稿された事件の内訳 

 （１） （２） （３） （４） （５） （６） （７） （８） 

事件種 事件数 事件総
数に占
める割
合 

物件総
数に対
する割
合 

事件発生日時の詳しさ（割
合） 

事故物件住所の正
確さ（割合） 

日にち
が特定
できる 

年が特
定 

できる 

時期は 

一切不
明 

物件が特
定 

できる 

番地が
特定で
きる 

自殺 3,555 35.3% 40.4% 48.1% 65.6% 9.9% 82.4% 95.4% 

火災死 1,058 10.5% 12.0% 86.6% 89.7% 2.7% 89.1% 97.4% 

殺人 1,037 10.3% 11.8% 74.1% 82.3% 4.2% 81.8% 95.5% 

孤独死 462 4.6% 5.3% 39.8% 63.6% 5.6% 82.9% 96.8% 

死体発見 1,412 14.0% 16.0% 67.9% 80.0% 4.8% 84.5% 97.5% 

告知事項
あり 

1,213 12.0% 13.8% 8.7% 17.9% 67.6% 87.6% 98.0% 

その他の
事件 

1,336 13.3% 15.2% 48.4% 55.8% 15.1% 62.4% 77.7% 

合計 10,073 100.0% 114.5% 52.5% 64.7% 15.3% 81.3% 94.0% 
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(2) 投稿された事件の発生年 

図 4は、投稿された事件の発生年代別の割合を示している。2010年代以降の事件が全体

の 67%と最も多く、次いで 2000年代の事件が約 21％を占めている。新しい事件ほど多く投

稿されている。 

 

 

図 4 投稿された事件の年代別割合 

 

(3) 事件発生から投稿までの経過日数 

 ここから、各事件種別の投稿の傾向をより詳細に見ていく。投稿件数が相対的に多い「自

殺」、「火災死」、「殺人」及び「孤独死」の 4種に着目する。なお、「死体発見」は先述の通

り、状況を推し量るのが難しいため、ここでは扱わない。図 5は、各事件種について、投稿

日が特定されている投稿（つまり、2011 年 6 月以降に投稿された事故物件）をもとに、事

件発生から何日経過するとどれだけの割合が投稿されているかを示している。具体的な計

算方法は、まず、各事件種別について、「投稿年月日 － 事件発生年月日」で事件発生から

の経過日数を求める。これを元に、各日数に該当する事件件数の、事件発生日が特定されて

いる事件総数に対する比率を算出している注 13)。 

即日の投稿割合が一番高いのは、火災死である。約 1/3が即日に投稿され、事件発生から

3 日目までに 8割が投稿されるが、その後はほとんど投稿されなくなることがわかる。これ

は、火災は一般の人々に認知されやすく即座に投稿されるが、時間が経つと人々の注目度が

薄れやすいことを反映していると考えられる。それに対して、殺人と自殺は事件発生から 3

日目以降も投稿され続けている。たとえば、事件発生から 3 日目までに自殺は 18％、殺人

は 49％が投稿されているが、その後、14日目までにはそれぞれ、累計 22％と 56％まで投稿

割合が上昇している。自殺や殺人といった事件が、火災死と比べて事件発生からある程度時

間が経過した後も投稿されるのは、人々の注目を得やすく、心理的瑕疵が長期にわたって持

1990年より前
7%

1990年代
5%

2000年代
21%

2010年以降
67%
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続することを反映していると考えられる。また、自殺や殺人は死因が特定されるまでに時間

を要する場合があることも一因となっているだろう。特に、孤独死は、後者の要因が強く表

れている。孤独死の発見直後は投稿がほとんどないが、10 日目から急速に割合が上昇する

注 14)。東京都では、単独世帯の孤独死の約 4割が発見まで 1週間以上かかっているという調

査がある 10)。時間が経ってから孤独死の投稿件数が増加するのは、その出来事が第三者に

認知されにくいことに加えて、事件の発覚と死因の特定に時間がかかることが理由として

考えられる。 

 

 

図 5 事件発生から投稿されるまでの経過日数と累積投稿割合 

 

３．政府統計との比較 

次に、「自殺」、「火災死」、「殺人」、「孤独死」に注目して、それぞれの死因に関連する政

府統計との比較を行う。なお、本節では、その 4 種類の事件のうちいずれかが発生した投稿

情報のうち、事件の発生年が明確な 2982件を分析に使用する。 

３.１ 自殺 

自殺の政府統計は、厚生労働省が公表している「人口動態統計」のうち、死因統計の自殺

に関する項目を参照する。図 6 は、そのうち東京都内で「住宅等」及び「高層ビル」に分類

された自殺件数(左軸：折れ線グラフ)と、大島てるの「自殺」に関する投稿件数(右軸：棒グ

ラフ)の推移を示している。さらに、大島てるの投稿件数は、2011年 6月以前にサイトの管

理者によって登録された情報と 2011 年 6月以降に第三者が投稿した情報を分けて表示して

いる。住宅等・高層ビルにおける自殺件数に関する政府統計は 2009年以降の情報しか得ら

れないが、年間 500から 600の間で推移している。それに対して、大島てるの投稿件数は、

新しい事件ほど投稿数が多く、2015年では約 170件（政府統計の約 31％）投稿されている。

大島てるに登録された 2011 年以前の自殺も、その多くが 2011 年 6 月以降に登録されてい
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ることがわかる。近年になるにつれて投稿件数が増加しているのは、大島てるサイトの知名

度が上昇していることが主な要因と考えられる。 

 

 

図 6 自殺に関する大島てると政府統計の比較 

 

３.２ 火災 

火災の政府統計は、総務省消防庁の統計を参照する。消防庁の統計には、建物火災。林野

火災、車両火災、船舶火災、航空機火災及びその他火災による火災種類ごとの火災件数が記

載されているが、火災による死者数についてはそれらの合計値のみが公表されている。図 7

は、大島てるの火災死の投稿件数(右軸：棒グラフ)と、消防庁の都内における火災の死者数、

及び、建物火災における死者数の推定値を(左軸：折れ線グラフ)を示している。建物火災死

者数の推定値は、東京都における建物火災の火災件数全体に対する比率を死者数に掛ける

ことで算出した。火災による死者数は、2010 年以降、年間 100 件前後で推移している。そ

れに対して、大島てるの火災死の投稿件数は、各年で 60から 80件の間を推移しており、実

際に生じた火災死の現場を非常に高い割合でカバーしていることがわかる。また、2011 年

までに発生した火災死のほとんどが、2011 年 6 月までにサイトの管理者によって登録され

ており、サイトが開設した 2005年以前に発生した火災死の投稿はほとんどない。火災が第

三者に認知されやすいこと、そして、時間が経つと火災事故に対する人々の記憶や注目が薄

れるやすいことが、こうした投稿の傾向を表していると予想される。 
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図 7 火災死に関する大島てると政府統計の比較 

 

３.３ 殺人 

殺人の政府統計は、殺人の認知件数に関する警察庁の統計がある。図 8 は、大島てるの

殺人の投稿件数(右軸：棒グラフ)と、警視庁の殺人認知件数(左軸：折れ線グラフ)を示して

いる。殺人の認知件数は、2000年以降、全体的に緩やかな減少傾向が見られ、近年では 100

件前後を推移している。対して、大島てるでは、2000年から 2008年にかけて各都市で発生

した事件の投稿件数が増えており、2008 年以降は 40 件から 60 件の間で投稿件数が推移し

ている。警視庁の統計が建物以外での殺人も含まれることを考慮すると、大島てるの投稿物

件は、建物内での殺人事件を相当高い割合でカバーしていると考えられる。火災死に関する

投稿の特徴と異なる点は、2005年以前に発生した殺人事件も 2011年 6月以降に第三者が投

稿していることである。これは、殺人事件は、時間が経過しても人々の記憶に留まりやすく

心理的影響が長期にわたって持続しやすいことを示唆している。 
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図 8 殺人に関する大島てると政府統計の比較 

 

３.４ 孤独死 

最後に、孤独死の政府統計は、東京都監察医務院が公表している「単独世帯における異状

死」に関する報告がある 11)。「異状死」とは、屋内における外因死・外因の後遺症・内因か

外因か不明な死亡事例のことを指し、つまり、この異状死のうち単独世帯で生じた事件は、

いわゆる孤独死を意味する。図 9 は、東京都監察医務院の単独世帯における異常死の件数

(左軸：折れ線グラフ)と、大島てるの孤独死の投稿件数(右軸：棒グラフ)を示している。単

独世帯における異状死の件数は、2003年以降緩やかに上昇傾向にあり、近年では 4000から

5000 件の間である。他方、大島てるに投稿される孤独死の件数は、2011 年以降急増してい

るが、政府統計と比較すると、投稿件数のカバー率は 2015年時点でも 1％ほどでしかなく、

孤独死が第三者に周知されにくいことが伺える。また、大島てるの孤独死に関する投稿はい

ずれも 2011 年 6 月以降に投稿されたものであり、それ以前に管理者によって登録はされて

いなかったことが、他の事件種と比べて特徴的である。少なくとも、大島てるサイトでは、

2011 年以前は「孤独死」を事故物件として扱っていなかったと解釈できる。2011 年以降、

孤独死に関する投稿件数が急増していることからも、事故物件との関連で孤独死が社会的

に注目されるようになったのが 2010年代以降のことであると捉えられる。 
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図 9 孤独死に関する大島てると政府統計の比較 

 

４．まとめ 

 事故物件に関する投稿情報の調査を通じて、人々の事故物件に対する関心とその特徴に

ついて、いくつかの知見が得られた。まず、本研究で詳しく扱った「自殺」、「孤独死」、「殺

人」及び「火災死」は、政府統計で報告されている事件の件数の増減に関わらず、いずれも

近年の事件ほど投稿件数が多くなっている。これは、大島てるの知名度と人々の事故物件へ

の関心が高くなっていることが反映されたものと解釈できる。とくに、2010 年以降の孤独

死の投稿増加が著しく、これは高齢化・核家族化が進む社会における人々の懸念が具現化さ

れたものと捉えられよう。 

 各事件の主な投稿傾向の特徴は、①その事件が第三者にどれほど認知されやすいか、そし

て、②その事件が第三者にどれほど注目され、記憶に残りやすいか、の２つの要素によって

多くを説明できることがわかった。まず、政府統計にみる母体数と比較して、「孤独死」と

「自殺」の投稿件数は少ないが、「殺人」と「火災死」の投稿件数のカバー率は高い。これ

は、自殺や孤独死と比べて、殺人や（人が亡くなるような規模の）火災は、ニュースや事件

現場で第三者に認知される可能性と数が多いことが背景にあると考えられる。 

また、事件発生から投稿されるまでの経過日数を見ると、「火災死」は 3日以内に 8割が

投稿されるが、それ以降はあまり投稿されなくなっている。それに対して、「殺人」や「自

殺」は事件発生から時間が経ってからも投稿が増え続け、「孤独死」は発見から１週間以上

たってから投稿が増加する傾向がみられた。これは、殺人や自殺は、事件発生から時間が経

っても人々の記憶や関心が薄れにくいこと、また、（とくに孤独死は）死因を特定するのに
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時間を要することが、こうした投稿傾向の違いを生み出していると考えられる。 

今回は東京都に着目したが、事故物件の特徴や人々の事故物件に対する認識は、地域や住

環境によって異なると考えられる。心理的瑕疵の告示のあり方についてエビデンスベース

による政策提言を行うためには、引き続きデータ整理を進めると同時に、計量経済学の手法

を駆使して、心理的瑕疵の度合いを因果推計することが重要となる。 
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補注 

注 1）なかには、約 50 年前に起きた殺人事件について、その凄惨さに鑑みて、告知義務が

あると判断された事例（東京地裁平成 12年 8 月 31日判決）がある一方で、事件から 4年

経過した事件について売主の宅建業者・媒介業者に調査説明義務はないとする判例（東京

高裁平成 25 年 3 月 14 日判決）や、強盗殺人による不動産価値の減価が認められなかっ

た判例もある（東京地裁平成 18年 4月 26日判決） 

注 2）東京高裁平成 25年 11月 4日判決、東京高裁平成 22年 7月 20日判決、東京高裁平成

20年 11月 18日東判決、浦和地裁平成 9年 8月 19日判決、横浜地裁平成 1年 9月 7日判

決など。 

注 3）東京地裁平成 19 年 7 月 5 日判決、大阪地裁平成 11 年 2 月 18 日判決、大阪高裁昭和

37年 6月 21日判決、東京地裁平成 18年 4月 7日判決など。 

注 4）厚労省「人口動態統計」より筆者作成。 

注 5）厚労省「国民生活基礎調査」を元に、筆者作成。 

注 6）日本では、都市再生機構は、事故物件を貸し出す際は、1～2年目は家賃を半額にする

といった措置を取っている。都市再生機構 https://www.ur-net.go.jp/ を参照のこと（最終閲

覧日 2021年 8月 20日） 

注 7）図３は、Google Trends（https://trends.google.co.jp/）を用いて、2004年 1月から 2021年

8月までに「大島てる」というキーワードが検索された頻度の推移を示している。最も検

索回数が多かった時期を 100 としてある。2014 年頃を皮切りに、検索回数が増加傾向に

あることがわかる。 

注 8）ひとつの事件について複数の投稿があるケースは、上記①から③の各要素を比較する

ことで、ある程度特定することができるが、同一かどうかの判断が難しい場合は個別の事

件として扱った。 

注 9）ただし、「死体が発見された」ことが明記されてなくても、その場に死体があった可

能性が高いケースもありえる。たとえば、孤独死は定義から死体が第三者に発見されてい

るはずである。しかし、本研究では、「死体が発見された」旨を意味するキーワードが明

記されていなければ、集計には含めていない。これは、実際の状況を把握することが困難

だからであるため、また、「死体がその場で発見された」事実が明記されることに注目し

ているためである。よって、「死体発見」という事件種の数は、過少になっている可能性

に留意する必要がある。 

注 10）「自然死」、「心霊現象の発生」、「事故死」や「不明死」（死因不明の事件）などが含ま

れている。 

注 11）「～頃」のような時期が曖昧な記載を含むものを除外した上で集計している。 

注 12）投稿者は物件の位置を大島てるサイトの地図上で指定し、ほとんどの場合が自動的

にその指定した位置に対応した正確な住所が記録されるため、建物レベルまで詳細な住

https://www.ur-net.go.jp/
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所情報が記録されている割合が高いのは直感と整合的である。番地以下の情報しか特定

できないケースは、選択した地点によっては正確な住所が自動的に反映されなかったり、

投稿者が正確な物件の位置を特定できなかったり、記入し直したりしたものが含まれる。 

注 13）ただし、図 5 は事件発生日が特定されている事件をカウントしているため、投稿割

合が過少になっている可能性があることに留意されたい。つまり、事件の発生時期につい

て「数日前」や「１週間ほど前」といった記述がされている事件はカウントされていない

が、そういった投稿も考慮すると、実際の投稿割合は、特に経過日数が多くなるほど図 5

よりも少し高い可能性がある。「自殺」、「火災死」、「殺人」、「孤独死」のいずれかを含む

投稿情報のうち、投稿年月及び事故年月が日にちまで特定されているものは計 1405件で

あった（ただし、自殺、火災死、殺人及び孤独死の合計）。 

注 14）ただし、孤独死は日にちが特定されている割合が低く、「数日前」といった事件発生

時期の投稿も少なくない。そのため図 5の孤独死に関する投稿割合は過小となっている。 
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